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●
申
請
免
除
制
度

経
済
的
に
保
険
料
の
納
付
が
困

難
な
方
が
ỏ
本
人
・
配
偶
者
・
世

帯
主
の
前
年
の
所
得
が
一
定
額
以

下
の
場
合
に
ỏ
申
請
に
よ
り
保
険

料
が
免
除
さ
れ
る
制
度
で
す
Ố
こ

の
申
請
免
除
制
度
に
は
ỏ
保
険
料

の
全
額
が
免
除
さ
れ
る
ủ
全
額
免

除
Ứ
と
ỏ
保
険
料
の
一
部
を
納
付

す
る
こ
と
に
よ
り
残
り
の
保
険
料

が
免
除
と
な
る
ủ
一
部
納
付
ớ
一

部
免
除
Ờ
Ứ
制
度
が
あ
り
ま
す
Ố

○
一
部
納
付
ớ
一
部
免
除
Ờ
制
度

※
一
部
納
付
は
３
種
類
で
す
Ố

４
分
の
１
納
付

ớ
保
険
料
額

３

６
０
０
円
Ờ

ˣ
年
金
額
６
分
の
３

２
分
の
１
納
付

ớ
保
険
料
額

７

２
１
０
円
Ờ

ˣ
年
金
額
６
分
の
４

４
分
の
３
納
付

ớ
保
険
料
額

１
０

８
１
０
円
Ờ

ˣ
年
金
額
６
分
の
５

●
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

他
の
年
齢
層
に
比
べ
て
所
得
が

,,
,

少
な
い
若
年
層
ớ

歳
代
Ờ
の
方

２０

は
ỏ
申
請
す
れ
ば
ỏ
本
人
及
び
配

偶
者
の
前
年
の
所
得
が
一
定
額
以

下
の
場
合
に
ỏ
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
保
険
料
の
後
払
い
が
で

き
る
制
度
と
な
ỳ
て
い
ま
す
Ố

●
申
請
及
び
承
認
期
間

免
除
等
の
サ
イ
ク
ル
ớ
始
期
と

終
期
Ờ
は
７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま

で
で
す
Ố
申
請
日
に
か
か
わ
ら

ず
ỏ
７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で
の

期
間
を
対
象
と
し
て
審
査
し
ま
す

が
ỏ
で
き
る
限
り
７
月
に
申
請
さ

れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
Ố

不
慮
の
事
故
や
病
気
が
発
生
し

て
か
ら
申
請
を
行
ỳ
て
も
ỏ
障
害

や
遺
族
と
い
ỳ
た
年
金
の
受
給
資

格
要
件
に
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
の

で
ỏ
ご
注
意
く
だ
さ
い
Ố

●
退
職ớ
失
業
Ờに
よ
る
特
例
免
除

特
例
免
除
は
ỏ
申
請
す
る
年
度

又
は
前
年
度
に
お
い
て
退
職
ớ
失

業
Ờ
の
事
実
が
あ
る
場
合
に
対
象

と
な
り
ま
す
Ố
申
請
に
ỏ
雇
用
保

険
受
給
者
証
ỏ
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
等
の
写
し
を
添
付
し
て

く
だ
さ
い
Ố

●
承
認
を
受
け
た
期
間

全
額
免
除
や
納
付
猶
予
の
承
認

を
受
け
た
期
間
は
ỏ
未
納
期
間
と

は
違
い
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に

算
入
さ
れ
ま
す
Ốờ
一
部
納
付ớ
免

除
Ờ
は
ỏ
一
部
の
保
険
料
を
納
付

し
な
い
と
未
納
に
な
り
ま
す
ỐỞ

ま
た
ỏ
老
齢
基
礎
年
金
の
金
額

を
計
算
す
る
と
き
に
は
ỏ
下
図
の

と
お
り
減
額
ま
た
は
反
映
さ
れ
な

い
こ
と
に
な
ỳ
て
い
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
Ố

な
お
ỏ

年
以
内
で
あ
れ
ば
追

１０

納
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
ỏ

年
金
額
を
満
額
に
近
づ
け
る
た
め

に
も
ỏ
余
裕
が
で
き
た
と
き
に
追

納
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
Ố

ớ
３
年
度
目
以
降
に
保
険
料
を
追

納
す
る
場
合
は
ỏ
当
時
の
保
険
料

に
一
定
の
加
算
額
が
か
か
り
ま
す
ỐỜ

申
請
手
続
き
は
ỏ
町
民
課
ỏ
又

は
各
総
合
支
所
住
民
課
の
国
民
年

金
担
当
窓
口
に
て
受
け
付
け
て
い

ま
す
Ố

学
生
の
方
に
は
ủ
学
生
納
付
特

例
制
度
Ứ
が
あ
り
ま
す
の
で
ỏ
ご

相
談
く
だ
さ
い
Ố

問
い
合
わ
せ

町
民
課

参
８
９
３
Ổ
１
１
１
７

吾
北
総
合
支
所
住
民
課

参
８
６
７
Ổ
２
３
０
０

本
川
総
合
支
所
住
民
課

参
８
６
９
Ổ
２
１
１
２

①
一
部
負
担
金
の
割
合
の
変
更
に

つ
い
て

前
年
中
の
所
得
や
世
帯
の
収
入

に
基
づ
い
て
ỏ
８
月
１
日
か
ら
の

一
部
負
担
金
の
割
合
の
見
直
し
を

行
い
ま
す
Ố

○
高
齢
受
給
者
ớ

歳
か
ら

歳

７０

７４

未
満
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者
Ờ
の
方
は
ỏ
高
齢
受
給
者

証
の
有
効
期
限
が
切
れ
ま
す
の

で
ỏ
新
た
な
高
齢
受
給
者
証
を

全
員
に
郵
送
し
ま
す
Ố

○
長
寿
医
療
制
度
ớ
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
Ờの
方
は
ỏ一
部
負
担

金
の
割
合
が
変
更
に
な
る
方
の

み
郵
送
し
ま
す
の
で
ỏ旧
被
保
険

者
証
は
必
ず
お
返
し
く
だ
さ
い
Ố

□注
旧
被
保
険
者
証
で
医
療
機
関

の
診
療
を
受
け
た
場
合
に
は
ỏ

再
度
ỏ
支
払
額
の
精
算
が
必
要

と
な
り
ỏ
一
部
負
担
金
の
差
額

の
返
還
を
求
め
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
Ố

②
入
院
時
の
自
己
負
担
額
等
の
減

額
に
つ
い
て

現
在
ỏ
入
院
時
の
自
己
負
担
額

等
の
減
額
を
受
け
て
い
る
方
は
ỏ

認
定
証
の
有
効
期
限
が
７
月

日
３１

で
切
れ
ま
す
Ố

引
き
続
き
認
定
証
の
交
付
の
必

要
な
方
は
ỏ
保
険
証
と
印
鑑
を
ご

持
参
の
う
え
８
月
中
に
申
請
の
手

続
き
を
行
ỳ
て
く
だ
さ
い
Ố

申
請
先

町
民
課

参
８
９
３
Ổ
１
１
１
７

吾
北
総
合
支
所
住
民
課

参
８
６
７
Ổ
２
３
０
０

本
川
総
合
支
所
住
民
課

参
８
６
９
Ổ
２
１
１
２

お知らせ

国
民
年
金
保
険
料
が
納
め

ら
れ
な
い
Ố
そ
ん
な
時
は

免
除
制
度
が
あ
り
ま
す

町
民
課
だ
よ
り

年金受給資格期間に算入されます。

未

納

若
年
者
納
付
猶
予

全
額
免
除

1／4
納
付

1／2
納
付

3／4
納
付

保
険
料
納
付

年

金

額

全

額5／64／63／62／6

年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

受
給
資
格
に
も
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

全額免除及び一部納付の対象となる所得の目安
（審査は、本人・配偶者・世帯主の前年の所得で行います。）

一 部 納 付全 額
免 除世帯構成

3/4納付1/2納付1/4納付

335万円282万円230万円162万円4人世帯
（夫婦・子2人）

247万円195万円142万円92万円2人世帯
（夫婦のみ）

189万円141万円93万円57万円単身世帯

お知らせ

国
民
健
康
保
険
ỏ長
寿
医
療

制
度ớ
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
Ờか
ら
の
お
知
ら
せ




